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序論 
 

今世紀中旬までに気候中立性を達成し地球温暖化を防止することは全ての人類が直面す

る共通の課題であり、BRTは日EU両政府が世界のリーダーとして直近の脅威に立ち向か

いながら、省エネルギーとクリーンで持続可能なエネルギーへの移行を更に加速すること、

またエネルギー供給源の多様化を推進する役割を最優先に果たすことを強く期待する。 

 

BRTは、日EU両政府による資源効率の高い循環型経済の実現と生物多様性を含む自然

資源への配慮と維持、食料安全保障の維持を実現するために対処を支持し、協力をしてい

く。 

 

またエネルギー・トランジッション、サスティナブル・ファイナンス、及び第三国におけるエネ

ルギー・トランジッション、環境保護の協力を促進する日・EUグリーン・アライアンスが主導

するイニシアチブを支持し、各具体的施策への協力等を通し上記の実現に尽力していく。 

 

我々は「グリーン成長戦略で地球と共生して、未来を守る」ことに加え、レジリエントで快適

な暮らしの実現を通し「個人と社会が調和した豊かな都市を育む」ことを変わらず目指す決

意である。 
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欧州・日本両産業界からの提言 

 
 

WP-4/#01*/EJ to EJ：気候変動に対する両政府の政策と方針 

 

BRTはEUと日本政府に； 

 

• 脱炭素社会という野心的な目標に向け、技術的・経済的に実現可能な選択肢を支援

し、合理的かつ現実的な移行（トランジッション）期間を伴う柔軟なアプローチを採択す

ることを求め、日EU政府間でハイレベル対話の実行を促進することを求める。 

• 日EU企業が蓄積した脱炭素技術や解決策を他の国や市場に展開し促進することをよ

り加速するよう求める。 

• 気候変動対策、生物多様性の保全、循環経済への移行の3つの統合的な視点に基づ

いた政策展開を求める。脱炭素に偏った取り組みが生物多様性の損失やリニア経済

型モデルが、その持続可能性を阻害してはならない。 

• 素材や原材料の製造から部品製造、製品製造、販売、それらをつなぐ輸送など、サプ

ライチェーンに関わるあらゆる企業が、CO2排出量データを共有できるプラットフォー

ムや共通ルール／仕組みを早急に構築できるよう、引き続き強力なリーダーシップを

取る様に求める。 

• 製造業者がエネルギーの結果を公表するために共通の計算方法を使用できるように

公正な競争環境の整備を支援することを求める。これにより、自社施設のエネルギー

性能に対する認識が高まり、改善策を講じて CO2排出量削減という好影響をもたら

す。炭素国境調整措置（CBAM）では、この公正な競争環境はより重要になる。第三国

におけるカーボンプライシングの公正な扱いが、国際調和と WTOの遵守を達成する上

で最も重要な点のひとつであることから、日 EU両政府に対し、カーボンプライシングの

取り扱いについて緊密なコミュニケーションを確保するよう求める。 

• 気候変動の対応に主に貢献する全主権国家と共に、EU と日本の国内産業が第三国

の産業と比較されペナルティを受けることの無いよう国家横断での政策を策定すること

を求める。 

• 産業界による脱炭素化への投資がもたらす社会への間接的な便益を反映した、最終

受益者（エンド・ユーザー）への賦課を含む WTO と整合的な補助金やインセンティブ制

度を導入することを求める。 

• 脱炭素化に貢献する持続可能なエネルギーを公的セクターに導入するための効果的

な、政府調達基準を含む政策を立案することを求める。 

• 国際フォーラムおける合意を調整・促進し、経済的実現可能性を維持しつつタクソノミ

ーを運用・利用可能なものとすることを目指し、脱炭素社会に向けた触媒としてのサス

ティナブル・ファイナンスの分野における日 EU 間の更なる協力を促進することを求め

る。 
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• 両政府による施策が企業の研究開発や設備投資を停滞させること、保護主義的な貿

易を招くこと、またイノベーションを阻害することがないよう求める。 

• 既存の低炭素源を最大限に活用しながら、カーボンアフットプリントが少ない新しい革

新的な発電源を通じて未来に備えることを求める。 

 
BRTは； 

 

• EUと日本は、世界の人々の良心を代表すること、また脱炭素経済の達成とこの目標に

至るために適切な対策を実施するため、他のすべての工業先進国に対し、同様の施

策を共有しまた規則と規制を採択するよう、積極的にこの見解を展開することを通し、

この分野の先駆者であり続けねばならないと考える。 

• サプライチェーン全体の CO2の排出量を削減するためには、各個社の CO2排出量だ

けではなく、サプライチェーン全体(例：調達品・サービスや輸送・配送など）の CO2排出

を正確に把握する必要である。その実現のためには共通ルールや仕組みを早急に構

築する必要があると考える。そのようなサプライチェーンを活用し CO2排出量の削減に

貢献する製品やサービスを生産・販売・提供する場合は、その削減相当分を貢献量と

して勘案することも将来は検討が必要と考える 

• 2030 年に向けての野心的な気候目標を達成し循環型経済を促進する唯一の方法は、

新たな投資と技術の承認や行政プロセスの簡素化・加速と国際標準化の推進と同時

に、（特に廃棄とエネルギーの戦略領域において）市場参入への複雑さを低減させな

がら、連携を推進することであると考える。 

 

WP-4/#02* /EJ to EJ： 資源効率・循環経済の促進  

 

BRTは EU と日本政府に； 

 

• 二次原料の国境を越える移動が標準的となったことを踏まえ、国際循環システムの観

点から資源効率を追求することを求める。一方で、グローバルサプライチェーンリスク

が顕在化する中、経済安全保障の維持・確保の観点においては、国際循環の他、地

域内循環の促進も不可欠であり、国際・地域内循環の2つの最適化が促進される政策

展開を求める。 

• イノベーションと経済成長を阻害する過度に規制的な手法による追求を避け、関連す

るインセンティブを伴うステークホルダーによる自主的な取り組みを通し資源効率化を

促進することを求める。 

• 循環経済に貢献する再生可能資源を用いた製品について、研究開発や商業化のイン

センティブを含め、関連する基準や規制の整合化・簡素化を推進することを求める。 

• 原材料・部品・製品のトレーサビリティ、ＡＩを活用した製品や資産と利用者のマッチング

などにより、製品の製造から共同利用、再利用、リサイクル、廃棄まで利活用のサイク

ル全体の可視化や、資源循環における需給コントロールを実現・加速するための施策
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を展開することを求める。 

• 日EUは、資源効率の改善に向けた努力を前進させるだけでなく、そのための一貫した

国内及び国際的な規則及び条約を策定するために協働することを求める。 

• バリューチェーンを通じて原材料の使用を削減し、気候やその他の環境目標の達成に

貢献するだけでなく、持続可能な経済成長や経済安全保障の向上にも大きな役割を果

たすことができる循環経済及び資源効率性原則（CEREP）の進展を目指して、EUと日

本が協力を促進することを求める。 

 

BRTは； 

 

• 資源制約は中長期的に経済成長を阻害する可能性が高いと考える。それが資源利用

の効率化が不可欠だと考える理由である。 

• 循環経済は、将来の経済成長や雇用創出につながるビジネスチャンスを生み出す可

能性を秘めていると考える。 

• 資源効率と循環経済の議論は、リサイクルや他の純粋な再利用に留まらず、製品の長

寿命化、倹約、効率的な利用といった幅広い概念を対象としなければならず、製造業、

サービス事業者や他の企業に影響を与えるため、製品の長寿命化、サービスの共有

化、運用ベース課金による商品・サービスの提供などを検討する必要があると考える。 

• グリーンへの移行を促進するために、製品関連情報をサプライチェーン全体で円滑に

共有を実現することは、日本とEUの両方にとって緊急の共通課題である。 

• 循環経済の実現には、企業・行政や、既存の産業の枠組みを超えた連携が不可欠で

あると考える。これまでは単独の企業や業種ごとにサプライチェーンが存在し、生産・

物流・販売などの各種データは各々分断されてきた。循環経済を実現するためには

様々な原材料・製品などの需給や利用状況のデータが既存の枠を超えて連結し、統制

することが重要であると考える。 

• 製品や資源の再利用を前提とした製品デザインや原料の調達は重要であると考える。

そのためには、製品の原材料や原産地に関するデータを追跡するために使用できるメ

カニズムが必要不可欠と考える。 

• EUでは、Battery PassportやDigital Product Passportに関する議論が進んでいる一方、

日本では、供給チェーン全体でのデータ共有に関する議論も進んでいる。 

• 日EUのビジネスとサプライチェーンの緊密な結びつきや、志を同じくする国として、日

EUがデータ共有の相互運用性に関して密接な調整と協力を確保することを強く求める。 

 

WP-4/#03/EJ to EJ： 自然資本と生物多様性  

 

BRTは EU と日本政府に； 

 

• 引き続き生物多様性条約 COP16に向けた国際的な議論を牽引すると共に、30by30

推進、特にその達成の鍵となる OECM (Other Effective area based 
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Conservation Measure)の展開を引き続き積極的に推進するよう求める。また,生

物多様性に関連するデータの蓄積や基盤整備を更に推し進め、世界経済のブロッ

ク化が広がる中、全体最適の観点から長期的に実行可能な環境対策、ネイチャー

ポジティブな取り組みやモデルを第三国にも積極的に展開することを求める。 

• 生物多様性の観点で、森林の自然資本価値の検討と整備を引き続き推進すること

を求める。また前項で述べた気候変動対応の観点では、CO2の森林吸収によるカ

ーボンオフセットのクレジットの仕組みも益々整備と活用が必要になると理解す

るので、民間主導（ボランタリークレジット）の仕組みについても、国際機関や

政府主導の基準を踏まえつつ、信頼性の高い共通ルール作りを指導、推進するよ

う求める。 

• 環境負荷の軽減や気候変動への対策、労働人口の高齢化とそれに伴うノウハウの

消失に対応するなどの農業のサステナビリティに寄与するようなソリューション

やサービスを、例えば熟練農家の技術を実現するような最新の AIやデジタル技

術を活用し提供する企業・事業に対し、研究開発や設備投資を後押しするような

政策を展開することを求める。具体的には税制の優遇や適切なレベルの補助金の

提供、現場への普及支援、等である。 

 

BRTは； 

 

• 日欧両政府が、生物多様性条約 COP16に向けた国際的な議論を牽引していることの

価値は大きいと考え、また高く評価する。また我々は、ポスト 2020生物多様性枠組の

決定に先駆けて 30by30ロードマップを策定し、目標の実現に向け展開する諸施策を

支持しまた引き続き積極的に協力する。 

• 森林は言うまでもなく、地球環境・生態系サービスを提供する環境資産の中心の一つ

であり、食料の供給、水の循環、気候安定など人類に計り知れない恩恵をもたらしてお

り、OECMにおいても企業や個人の所有する森林管理が重要な要素となっていると理

解する。また CO2の森林吸収によるカーボンオフセットのクレジットの仕組みも引き続

き整備と活用が不可欠だ。 

• 温暖化や気候変動、土壌汚染、水・肥料の高騰といった厳しい地球環境の中、人口増

加や経済成長に伴い、農産物の需要は世界的に一段と高まると予想されるが、農産

物の栽培には生産者減少への対応や環境負荷低減、安全な食の確保など、様々な課

題に取り組む必要があると考える。特にアグロノミー（農業科学）と AIなどの先進技術

のデジタル技術を融合させ、正確かつ効率的で、環境に優しく収益性の高い営農を促

進し、世界各国で持続可能な農業を拡大させるべきだと考える。 

 

WP-4/#04*/EJ to EJ： 強靭で快適なくらしの実現 

 

BRTはEUと日本政府に； 

 

• 都市の設計と運営は社会と個々人の理想を両立した魅力的な住環境の構築に大きな

影響と甚大なインパクトを与えるため、最優先でこられの課題に取り組み、持続可能で
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包摂的な社会の実現に不可欠であるライフサイクルコストを良く考慮した安心／安全で

強靭な質の高い都市インフラと付随するサービスの開発と実行を加速することを求め

る。これは,都市の設計と管理が,社会と人々の両方に適合した魅力的で理想的な住宅

環境を創造する上で,深刻で多大な影響を与えるからである。 

• 持続可能で生産的な都市を実現するためには、幅広い高品質で基本的なインフラスト

ラクチャーや関連サービスを整備し、レジリエントな都市環境を創出する必要がある。 

 

• 省エネルギーとエネルギー効率向上に関わる新技術の市場導入や対応インフラの     

整備を促進する施策の展開と、関連する基準や法的規制の整合化および簡素化の推 

進を求める。またエネルギー効率の更なる改善に向けて、ベストプラクティスに基づき 

エネルギー効率を向上させる高度な技術の開発や効率化手法への投資などの開発 

促進対策を実施することを求める。 

 

 

BRTは； 

 

• インフラ開発は雇用を生み出し、貧困を減らしまた都市居住者の生活の質を向上させ

る経済成長に不可欠なものであると考える。 

• ハリケーン、干ばつ、山火事などの地球温暖化が原因と推察される気候関連の自然災

害がますます激しくなり頻繁になっている中で、都市が大規模に被災した場合、インフ

ラを再構築させるために必要となる復興事業により、膨大なCO2を排出することになる。

従い、地球温暖化防止の観点からも、インフラをより災害に強い強靭なものとする防

災・減災ソリューションの導入を加速させることも非常に重要であると考える。 

• 都市の過密化と過疎化の問題は、都市のサービスレベルや持続可能性を低下させ

る要因となっていると理解する。一方、Postコロナのニューノーマル下で、デ

ジタル技術の進歩も相まって、大都市への一極集中から各都市への機能や人の分

散が加速する可能性があると考える。これにより、感染症リスクの低減に加え、

過密による都市の諸課題の緩和、働き方の見直しを含む Quality of lifeの向上

などの社会価値の見直しや人々の行動変容が一定程度 進むと考える。日本政府

が現在推進する「デジタル田園都市国家構想」は、暮らす場所、年齢、性別にか

かわらずあらゆる国民が、それぞれのライフスタイルやニーズに合ったゆとりと

安心を兼ね備えた心豊かな暮らしを営むことができ、地方における仕事や暮らし

の向上に資する新たなサービスの創出、 持続可能性の向上、Well-being の実現

等を通じてデジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる社会、いわば「全国ど

こでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指すものである。BRTは本構想を

支持する。 
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WP-4/#05/EJ to EJ： 都市運営の最適化の推進 

 

BRTはEUと日本政府に； 

 

• 住民ならびに衛生的な施設・地域社会のための最適なサービスを提供する信頼性の

高いCity as a Serviceやデータ駆動型のソリューションの提供を通して都市運営の最適

化を加速させる観点で求める。 

• 多様なレベルの規模（例：建築物、地域、インフラ）において、都市運営の最適化を推

進するよう求める。 

• AIの技術開発や利活用に対して、否定的な影響を与えることや抑制する規則導入は

控え、人権課題の予防・解決のため、政策やガイドラインの確立と運用において、民間

部門と連携することを求める。 

• 欧州の各国／各国の各自治体、また日本の各自治体が積極的にデータ活用インフラ

を導入し活用、また共有化できるよう、両政府は充分な予算を確保するよう求める。 

 

BRTは； 

 

• 様々なビッグデータを組み合わせて都市の状況を可視化し、都市に起こる変化を予測

し、住民の多様化する価値観に沿ったサービスを提供する City as a Serviceを通し、住

まいと移動を高度に運営していくことが今後 主流になると考える。 

• 実際の都市での大規模な分析やシミュレーションは困難であるため、デジタルツインを

活用することで、低コストかつ迅速に実施できると考えます。特に、防災計画や政策効

果の測定などで有効であると思われる。 

• AI ソリューションの利点は大きいものの、AI の利用に関しては、各国・地域の関連法規

を最優先とし、人権を尊重した管理が求められる。 
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欧州産業界からの提言 
 
 

WP-4/#06/E to EJ： ： ＥＶの普及と必要なインフラ 
 

２０２０年の日本における新車販売台数に占めるＥＶの割合は約０．６％と諸外国に比較し

極めて低い。ＥＶへの移行に関するＥＵの状況は日本よりもわずかに進んでいるだけであ

り、ＡＣＥＡ（欧州自動車工業会）はＥＵで販売されている自動車の約２４．５％が代替燃料を

使用していると主張している。この統計にはハイブリッド、ＥＶ、水素燃料車の内訳はない。 

 

BRTはEUと日本政府に； 
 

• 乗用車と商用車に、より厳しいＣＯ２基準を課すことを求める。 

• 代替燃料による長距離走行の実行可能性を維持するため、主要な輸送ネットワーク ラ   

イン（ＥＵのＴＥＮ－Ｔなど）に沿った、ＥＶ充電と水素燃料補給のカバーレッジを拡大す

ることを目指す代替燃料インフラ規制を導入することを求める。 

• 既存、改築、新築の領域ごとに異なる目標を持たせた、建物に対する充電インフラに

関わる要件を導入することを求める。 

 

ＢＲＴは ： 
 

• 経済産業省は、２０５０年のカーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の中で「２０３

５ 年までに、乗用車新車販売で電動車１００％を実現できるよう、包括的な措置を講じ

る。 商用車については、８トン以下の小型の車について、２０３０ 年までに、新車販売で

電動車 ２０～ ３０％、２０４０ 年までに、新車販売で、電動車と合成燃料等の脱炭素燃

料の利用に適した車両で合わせて １００％を目指し、車両の導入やインフラ整備の促

進等の包括的な措置を講じる。８トン超の 大型の車については、貨物・旅客事業等の

商用用途に適する電動車の開発・利用促進に向けた技 術実証を進めつつ、２０２０ 年

代に ５，０００ 台の先行導入を目指すとともに、水素や合成燃料等の価格 低減に向け

た技術開発・普及の取組の進捗も踏まえ、２０３０ 年までに、２０４０ 年の電動車の普及

目標 を設定する」との枠組みを決定したと認識している。 

• 欧州委員会は、ＥＵが２０３０年までに再生可能エネルギーのシェア４０％を目指すことを

提案した。最近のウクライナ侵略を考慮して、４５％の再生可能エネルギー目標が現在

欧州議会によって提案されており、支持を受ける可能性があると認識している。 

• ＥＵ内では、ＥＶの普及拡大とＥＶを通常の内燃機関(ＩＥＣ)車両の実行可能な代替手段

にするために、必要なインフラの整備を目的とした多数の政策が存在すると認識してい

る。 

欧州委員会からの提案は、２０２５年と２０３０ 年における脱炭素化の中間目標を掲げなが

ら、２０３５年までにＩＣＥ車の販売を段階的に廃止することを目指すものであり、欧州議会は

これらの目標を引き上げることを目指しているが、提案内容の緩和を目指す可能性のある

欧州理事会と交渉を行う必要があると認識している。 


